
 

 

「Direct Calling for Microsoft Teams」のお試し利用サービスに関する契約約款 

 

実施 令和２年４月１日 

 

目次 

 

第１章 総則 

第１条 契約約款の適用 

第２条 契約約款の変更 

第２条の２ 契約約款の公表 

第３条 用語の定義 

第２章 Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスの提供機能 

第４条 Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスの提供機能 

第３章 契約 

第５条 契約の単位 

第６条 契約の期間 

第７条 Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約申込みの方法等 

第８条 Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約申込みの承諾 

第９条 IP 電話番号 

第 10 条 発信番号通知 

第 11 条 Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約に基づく権利の譲渡の禁止 

第 12 条 Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者が行う Direct Calling for Microsoft Teams

お試し利用契約の解除 

第 13 条 当社が行う Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約の解除 

第 14 条 その他の提供条件 

第４章 付加機能 

 第 15 条 付加機能の提供 

 第 15 の２ 付加機能の廃止 

第５章 利用中止等 

第 16 条 利用中止 

第 17 条 利用停止 

第６章 損害賠償 

第 18 条 免責 

第７章 データの取扱い 

第 18 条の２ データに関する責任 

 第 18 条の３ データの確認・複製 

 第 18 条の４ データの削除 

 第 18 条の５ データのバックアップ 

第８章 雑則 

 第 19 条 サービスの廃止 

第 20 条 利用に係る Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者の義務 

第 21 条 再販の禁止 

第 22 条 非保証 

第 23 条 特約 

別記 

１ Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者の氏名等の変更 

２ 設定代行サービスの提供 

３ 付加機能 

附則 



 

 

第１章 総則 

（契約約款の適用） 

第１条 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（以下「当社」といいます。）は、電気通信事業法（昭

和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。）に基づき、この「Direct Calling for Microsoft Teams」の

お試し利用サービスに関する契約約款（以下「約款」といいます。）を定め、これにより Direct Calling for 

Microsoft Teams お試し利用サービスを提供します。 

２ Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスは、当社の IP 通信網サービス契約約款（シェアー

ド IP-PBX サービス）に規定する第６種シェアード IP-PBX サービス（カテゴリー３のタイプ５に係るものに限り

ます。以下、Direct Calling for Microsoft Teams サービスといいます。）の利用を検討している者を対象とし

て、利用可能期間、付加機能、附帯サービスの数を限定して提供します。 

 

（契約約款の変更） 

第２条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、変更後の約款の内容及び効力発生時期を、

当社のＷｅｂサイト（https://www.ntt.com/about-us/disclosure/tariff/）上への掲載その他の適切な方法によ

り周知します。 

２ 変更後の約款の効力発生後、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者が特段の申出なく Direct 

Calling for Microsoft Teamsお試し利用サービスを利用し、又は利用料金を支払ったとき、その他Direct Calling 

for Microsoft Teams お試し利用契約者が当該変更を特段の異議なく承諾したものと当社が判断したときは、当社

は、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者がかかる変更に同意したものとみなします。この場

合、特に断りのない限り、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。 

 

（契約約款の公表） 

第２条の２ 当社は、当社のＷｅｂサイト（https://www.ntt.com/about-us/disclosure/tariff/）において、この

契約約款を公表します。 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款において使用する用語の定義については、次表に規定するほか、当社の IP 通信網サービス契約約

款の定めるところに準じるものとします。 

用語 用語の意味 

１ Direct Calling for Microsoft 

Teams お試し利用サービス 

第４条（Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービ

スの提供機能）に規定する機能を利用することができるサービス 

２ Direct Calling for Microsoft 

Teams お試し利用契約 

当社から Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービ

スの提供を受けるための契約 

３ Direct Calling for Microsoft 

Teams お試し利用契約者 

当社と Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約を締

結している者 

 

第２章 Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスの提供機能 

（Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスの提供機能） 

第４条 当社は、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスに係る基本機能を次のとおり提供しま

す。 

区分 内容 

ダイヤルアウト通信機能 日本マイクロソフト株式会社（以下「マイクロソフト社」が提供する

Microsoft Teams を利用して、ダイヤルアウト通信を行うもの 

備考 

Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスに係る ID の数と番号の数は、20 を上限と

します。 

 

第３章 契約 

（契約の単位） 



 

 

第５条 当社は、１の Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者につき１の Direct Calling for 

Microsoft Teams お試し利用契約を締結します。この場合、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契

約者は、１の利用契約につき１人に限ります。 

 

(契約の期間) 

第６条 Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスの契約の期間は、サービスの提供を開始した日

から起算し 15 営業日（当社の営業日とし、土曜日、日曜日及び祝日（国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律

第 178 号）の規定により休日とされた日並びに年末年始（12 月 29 日、12 月 30 日、12 月 31 日、１月２日、及び

１月３日）を除く日をいいます。）とします。 

 

（Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約申込みの方法等） 

第７条 Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について当

社指定の方法により当社に提出していただきます。 

 (1) Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスに係る当社の指定する事項 

 (2) その他申込みの内容を特定するために必要な事項  

 

（Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約申込みの承諾） 

第８条 当社は、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序

に従って承諾します。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約に係る申込みがあっ

た場合は、申込みのあった Direct Calling for Microsoft Teams サービスを設置するために必要な電気通信設備

に余裕があるときに限り、その申込みを承諾します。 

３ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約

の申込みを承諾しないことがあります。 

(1) Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。 

(2) Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約の申込みをした者が当社のサービスの利用を停止され

ている若しくは停止されたことがある又は当社のサービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。 

(3) Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約の申込みをした者が、Direct Calling for Microsoft 

Teams サービス又は Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスを利用したことがあるとき又は

現に利用しているとき。 

(4) その Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容

を含む契約申込みをしたとき。 

(5) その他当社の Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスに係る業務の遂行上著しい支障があ

るとき。 

 

(IP 電話番号) 

第９条 当社は、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約ごとに IP 電話番号を定めます。 

２ 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、IP 電話番号を変更することがあります。 

３ 前項の規定により、IP 電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを Direct Calling for Microsoft 

Teams お試し利用契約者に通知します。 

 

（発信番号通知） 

第 10 条 Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスに係る通信については、発信元の IP 電話番号

を着信先へ通知します。ただし、第 15 条に規定するＩＰ Ｖｏｉｃｅ番号通知機能の提供を受けている場合は、

Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者が指定したＩＰセントレックス番号（この機能を利用

する Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者が契約する第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約

（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー３（タイプ５を除きます。）、カテゴリー４、カテゴリー７及びカテ

ゴリー８に係るものに限ります。）に係るＩＰセントレックス番号に限ります。）を着信先へ通知します。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の場合には、IP 電話番号を通知しません。 



 

 

 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルし、又は番号を通知しない旨の信号を送出したとき。 

 

（Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約に基づく権利の譲渡の禁止） 

第 11 条 Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者が Direct Calling for Microsoft Teams お試し

利用契約に基づいて Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスの提供を受ける権利は、譲渡する

ことができません。 

２ 前項に規定するほか、当社は、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスを、Direct Calling 

for Microsoft Teams お試し利用契約の申込みをした本人にのみ提供します。 

 

（Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者が行う Direct Calling for Microsoft Teams お試し利

用契約の解除） 

第 12 条 Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約は、Direct Calling for Microsoft Teams お試し

利用契約者の意思にかかわらず、契約の期間満了時にその日をもって契約を解除します。 

 

（当社が行う Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約の解除） 

第 13 条 当社が行う Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約の解除については、当社の IP 通信網サ

ービス契約約款の定めるところに準じるものとします。 

２ 前項に規定するほか、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者が第８条（Direct Calling for 

Microsoft Teams お試し利用契約に基づく権利の譲渡の禁止）に違反していることを当社が知った場合、当社は、

Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約を解除する場合があります。 

３ 当社は、その Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約を解除する場合があります。 

 

（その他の提供条件） 

第 14 条 利用中止、通信利用の制限等、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者の維持責任、

Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者の切分責任、修理又は復旧の順位、データ等の取り扱い、

承諾の限界、技術資料の閲覧、法令に規定する事項及び当社が取得する個人情報の取り扱いについては、当社の IP

通信網サービス契約約款の定めるところに準じるものとします。 

２ 前項に規定するほか、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約に関するその他の提供条件につい

ては、別記に定めるところによります。 

 

第４章 付加機能 

(付加機能の提供) 

第 15 条 当社は、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約の申込みと同時に請求があったときは、

以下に掲げる付加機能を提供します。 

区  分 提 供 条 件 

番号追加機能 

  

追加番号（この機能を利用するための IP 電話番号で

あって、約款の第９条に基づき当社が定める番号をい

います。）に通信を行うことができるようにする機能 

(1) 番号追加機能を請求する場合は、ID 追加機能

も同時に請求するものとします。 

(2) 番号追加機能の番号数と ID 追加機能の ID 数

は同数とします。 

(3) この機能において利用することができる追加

番号の上限数は、当社が指定するところによりま

す。 

(4) 追加番号に関するその他の扱いについては、約

款第９条の規定に準ずるものとします。 

ID 追加機能 

 

 追加 ID により通信を行うことができるようにする

機能 

(1) ID 追加機能を請求する場合は、番号追加機能

も同時に請求するものとします。 

(2) ID 追加機能の ID数と番号追加機能の番号する

は同数とします。 



 

 

(3) この機能において利用することのできる ID の

上限数は、当社が指定するところによります。 

ＩＰ Ｖｏｉｃｅ番号通知機能  

  

この機能を利用する Direct Calling for Microsoft 

Teamsお試し利用契約に係るIP電話番号から行う通話

について、その IP 電話番号に替えて指定のＩＰセント

レックス番号（この機能を利用する Direct Calling 

for Microsoft Teams お試し利用契約者が契約する第

６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約（カテゴリー１、カ

テゴリー２、カテゴリー３（タイプ５を除きます。）、

カテゴリー４、カテゴリー７及びカテゴリー８に係る

ものに限ります。以下、本欄において「通知元第６種

シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約」といいます。）に係るＩ

Ｐセントレックス番号に限ります。）を着信先に通知す

る機能 

 

(1) 当社は、Direct Calling for Microsoft Teams

お試し利用契約者に、この機能を提供します。 

(2) この機能の申込みあたっては、着信先に通知 

するＩＰセントレックス番号をあらかじめ指定し

ていただきます。 

(3) 当社は、Direct Calling for Microsoft Teams

お試し利用契約者から着信先に通知するＩＰセン

トレックス番号について、廃止の届出があったと

き又はその事実を知ったときは、この機能を廃止

します。 

(4) 当社は、Direct Calling for Microsoft Teams

お試し利用契約者から通知元第６種シェアードＩ

Ｐ－ＰＢＸ契約について、解除の通知があったと

き又はその事実を知ったときは、この機能を廃止

します。 

(5)  当社は、Direct Calling for Microsoft Teams

お試し利用契約者から着信先に通知するＩＰセン

トレックス番号を利用する通知元第６種シェアー

ドＩＰ－ＰＢＸ契約について解除すると同時に新

たに通知元第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約を

締結した旨の届出がないときは、この機能を廃止

します。 

(6)  当社は、Direct Calling for Microsoft Teams

お試し利用契約者から着信先に通知するＩＰセン

トレックス番号を利用する通知元第６種シェアー

ドＩＰ－ＰＢＸ契約に係る契約者が同一の者とな

らないことを知ったときは、この機能を廃止しま

す。 

(7)  当社は、Direct Calling for Microsoft Teams

お試し利用契約者に係る１の IP 電話番号につき、

通知元第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約に係る

１のＩＰセントレックス番号を通知します。 

(8) 当社は、当社の電気通信設備の保守又は工事上

やむを得ないときは、現に登録中の電話番号等を

消去することがあります。 

通話録音自動テキスト化機能 

 

 音声通話の自動録音及びテキスト化を行い、そのデ

ータを当社の電気通信設備に保存する機能 

  

(1) 当社は、１のＩＤごとにこの機能を提供しま

す。 

(2) この機能を利用する Direct Calling for 

Microsoft Teams お試し利用契約に係る Microsoft 

Teams を利用したダイヤルアウト通信（内線通話（同

一の Direct Calling for Microsoft Teams お試し利

用契約に係る Microsoft Teams を介して行う相互間

の音声通信をいいます。）を除きます。）において、

この機能を提供します。 

(3) この機能における通話録音音声データ及びテ

キスト化データのご利用に当たっては、その利用態



 

 

様に応じ、Direct Calling for Microsoft Teams お

試し利用契約者の費用と責任において、発信者及び

着信者のプライバシーその他の権利又は利益を保護

するために、必要な措置を講じていただく必要があ

ります。 

２ 当社は、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者から付加機能（ＩＰ Ｖｏｉｃｅ番号通知機

能に限ります。以下この条において同じとします。）の請求があったときは、当社のＩＰ通信網サービス契約約款

共通編第 18 条（付加機能の提供）のほか、その Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者が第６

種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー３（タイプ５を除きます。）、カテゴ

リー４、カテゴリー７及びカテゴリー８に係る者に限ります。）と同一の者とならないときは、付加機能を提供し

ません。 

 

（付加機能の廃止） 

第 15 条の２ 当社は、付加機能（ＩＰ Ｖｏｉｃｅ番号通知機能に限ります。）の提供条件を満たさなくなったこ

とを知ったときは、その付加機能を廃止します。 

 

第５章 利用中止等 

（利用中止） 

第 16 条 当社は、第 14 条（その他の提供条件）の規定に基づく利用の中止によって生じた Direct Calling for 

Microsoft Teams お試し利用契約者、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスを利用する者及

び第三者の損害については責任を負いません。 

 

（利用停止） 

第 17 条 当社は、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者が次のいずれかに該当するときは、当

社が定める期間、その Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスの利用を停止することがありま

す。 

(1) 第 20 条（利用に係る Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者の義務）の規定に違反したと

き 

(2) 第 21 条（再販の禁止）の規定に違反したとき。  

(3) 前２号に規定するほか、この契約約款の規定に反する行為であって、Direct Calling for Microsoft Teams

お試し利用サービスに関する当社の業務の遂行又は故意に多数の不完了呼を発生させる、連続的に多数の呼を発

生させる等、通信のふくそうを生じさせ当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼすおそれのある行為をしたとき。 

２ 当社は、前項の規定により Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスの利用停止をするとき

は、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者

に通知します。 

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

 

第６章 損害賠償 

（免責） 

第 18 条 当社は、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスの提供において、その完全性、正確

性、確実性、有用性等につき、保証を行わないこととします。また、Direct Calling for Microsoft Teams お試

し利用サービスの利用にともない、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスに係る Direct 

Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者及び第三者に発生する損害については、当社の故意又は重過失に

よる損害を除き責任を負わないこととします。 

２ 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他当社の Direct Calling for Microsoft 

Teams お試し利用サービスに係る業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積している記憶装置に係る情報を

消去することがあります。 

３ この契約約款に定める免責に関する事項は、この契約約款の準拠法で強行規定として定められる、法的に免責



 

 

又は制限できない範囲を免責することまでを目的とはしていません。そのため、準拠法の強行規定の定めを超え

る免責事項がこの契約約款に含まれる場合には、準拠法にて許容される 大限の範囲にて当社は免責されます。 

 

第７章 データの取扱い 

(データに関する責任) 

第 18 条の２ 当社は、当社の電気通信設備に保存されているデータ（以下「保存データ」といいます。）及び Direct 

Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスの利用により生成、提供されたデータ（コンテンツを含みま

す。以下、「生成等データ」といいます。）が滅失、毀損もしくは漏洩した場合又は滅失、毀損、漏洩その他の事由

により本来の利用目的以外に使用された場合、これにより Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約

者又は第三者に発生した直接あるいは間接の損害について、原因の如何を問わず責任を負わないものとします。 

２ 前項の規定は、当社の故意又は重過失によるものである場合は適用しないものとします。 

３ 生成等データについては、当社はその内容等について保証を行わず、また、それに起因する損害についても責

任を負わないものとします。 

 

(データの確認・複製) 

第 18 条の３ 当社は、当社の電気通信設備の故障もしくは停止等の復旧等の設備保全又は Direct Calling for 

Microsoft Teams お試し利用サービスの維持運営のため、保存データを確認、複写又は複製することがあります。 

２ 当社は、前項の用途以外で保存データにアクセス又は利用しないものとします。 

３ 当社は前項に加え、保存データ及び生成等データのうち、複数の Direct Calling for Microsoft Teams お試し

利用契約者に関する情報から共通要素を抽出し、集計して得られるデータ (以下「統計データ」という)に加工し

た上で、以下の目的において、自ら利用することができます。 

(1)  統計化に利用する情報：通話録音音声データ及びテキスト化データ 

(2)  統計データの利用目的：Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスの使用状況の計測及び当

社が提供する新規コミュニケーションサービス開発、サービス機能向上。ただし、当社は統計データを Direct 

Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者及び発着信元が識別されることのないように取り扱うものとし

ます。 

４ 契約者は、統計データに関する権利が当社に帰属することに同意します。 

 

（データの削除） 

第 18 条の４ 当社は、第 23 条（サービスの廃止）による Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービ

スの廃止のほか、第 13 条（当社が行う Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約の解除）による契

約の解約があったとき、又は契約の期間の満了により Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約が終

了したときは、保存データを削除します。この場合において、当社は、保存データの削除に起因する Direct Calling 

for Microsoft Teams お試し利用契約者又は第三者に発生した直接又は間接の損害についての責任を負わないも

のとします。 

 

（データのバックアップ） 

第 18 条の５ Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者は、自らの責任で保存データ及び生成等デ

ータのバックアップを取るものとし、当社は、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者がバック

アップを行わなかったこと、またバックアップ行った際の方法及びその結果について責任も負わないものとしま

す。 

２ Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者は、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用

サービスにかかる契約が終了等するときには、保存データ及び生成等データを、自己の責任と費用負担において、

必要に応じ退避するものとします。 

３ 当社は消去された保存データ及び生成等データは修復しません。 

 

第８章 雑則 

（サービスの廃止） 

第 19 条 当社は、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスの全部又は一部を廃止することがあ



 

 

ります。 

２ 前項の規定による Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスの全部又は一部の廃止があった

ときは、その Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスの全部又は一部に係る契約は終了する

ものとします。 

３ 当社は、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスの全部又は一部の廃止に伴い、Direct 

Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者又は第三者に発生する損害については、責任を負わないものと

します。  

４ 当社は、第１項の規定により Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスを廃止するときは、そ

のことを相当な期間をおいて、あらかじめ Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者に通知しま

す。 

 

（利用に係る Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者の義務） 

第 20 条 当社は、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者に次のことを守っていただきます。 

(1) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 

(2) 当社又は第三者の著作権その他の権利を侵害する行為をしないこと。 

２ 当社は、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者が前項の規定に違反して電気通信設備を亡失

し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を Direct 

Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者に負担していただきます。 

 

（再販の禁止） 

第 21 条 Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者は、Direct Calling for Microsoft Teams お試

し利用サービスを他人へ再販できないものとします。 

 

（非保証） 

第22条 当社はDirect Calling for Microsoft Teamsお試し利用契約者に対し以下を保証するものでありません。 

(1) Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスが他人の権利を侵害しないこと。 

(2) Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用サービスが Direct Calling for Microsoft Teams お試し

利用契約者の期待通りの性能・品質・効用を有すること、その作動が中断されないこと及びその作動に誤りがな

いこと。 

（特約） 

第 23 条 この契約約款の一部条項について特約をした場合については、当該条項の定めにかかわらず、その特約事

項を適用します。 

 

別記 

１ Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者の氏名等の変更 

(1) Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所、その他

利用契約に必要な事項について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。 

(2) 前号の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあり

ます。 

２ 設定代行サービスの提供 

 (1) 当社は、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者から請求があったときは、設定代行サービ

ス（当社が Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約者の代理で Direct Calling for Microsoft 

Teams お試し利用契約者が提示する Office 365 と当社が提供する ID を割り当てる処理を行うサービスをいいま

す。以下同じとします。）を提供します。   

(2) 当社は、Direct Calling for Microsoft Teams お試し利用契約の申込みと同時に請求があったときは、設定

代行サービスを１回の利用に限り提供します。 

 

 

附 則（令和２年３月 31 日 ＶＶサ第 00631527 号） 



 

 

この契約約款は、令和２年４月１日から実施します。 

 

附 則（令和２年７月 29 日 ＡＰＳサ第 00674502 号） 

この改定規定は、令和２年７月 31 日から実施します。 

 

附 則（令和５年７月 13 日 ＣＡＳ１サ第 000400001193-01 号） 

この改正規定は、令和５年７月 14 日から実施します。 


